
 1

平成２６年第４回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 
区長報告第２８号 

 専決処分について（平成２６年度港区一般会計補正予算（第３号）） 

 
 本件は、平成２６年度港区一般会計補正予算について専決処分しました 

ので、報告し、承認を求めるものです。 

 ○ 専決処分の日 平成２６年１１月２１日 

 ○ 補正予算額  １億２，５０４万７，０００円 

 ○ 概   要  平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員選挙及び 

          最高裁判所裁判官国民審査に要する経費を計上しま 

          す。 

 
議案第１０７号 

 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 
 本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、職員の給与を改定するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）平成２６年４月１日からの給料月額の改定 

    ・例：行政職給料表（一）平均改定率 ０．２０％ 

 （２）平成２６年度の勤勉手当の支給月数の改定 

・平成２６年１２月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改 

 定します（括弧内は、引上げ月数）。 

 12月分 年 間 

管理職員以外の職員
0.925月 

(0.25)

1.60月 
(0.25)

管 理 職 員 
1.125月 

(0.25)

2.00月 
(0.25)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員)
0.425月 

(0.10)

0.75月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員）
0.525月 

(0.10)

0.95月 
(0.10)

   ※この引上げに伴い、平成２６年度の期末手当及び勤勉手当の年間 

    支給月数は、次のように改定されます。 
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    ・管理職員以外の職員  ３．９５月 → ４．２０月 

    ・管 理 職 員                   （０．２５月） 

    ・再 任 用 職 員  ２．１０月 → ２．２０月 

                        （０．１０月） 

 （３）平成２７年４月１日からの給料月額の改定（地域手当の支給割合 

の引上げ分に相当する引下げ） 

 （４）地域手当の支給割合の引上げ 

    ・１８％ → ２０％ 

 （５）平成２７年度以降の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します 

     （括弧内は、現行規定からの引上げ月数）。 

 ６月分 12月分 年 間 

管理職員以外の職員
0.80月 
(0.125)

0.80月 
(0.125)

1.60月 
(0.25) 

管 理 職 員 
1.00月 
(0.125)

1.00月 
(0.125)

2.00月 
(0.25) 

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員)
0.375月 

(0.05)

0.375月 
(0.05)

0.75月 
(0.10) 

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員）
0.475月 

(0.05)

0.475月 
(0.05)

0.95月 
(0.10) 

   ※この引上げに伴い、平成２７年度以降の期末手当及び勤勉手当の 

年間支給月数は、次のように改定されます。 

    ・管理職員以外の職員  ３．９５月 → ４．２０月 

    ・管 理 職 員                   （０．２５月） 

    ・再 任 用 職 員  ２．１０月 → ２．２０月 

                        （０．１０月） 

 （６）単身赴任手当の基礎額及び配偶者の住居との交通距離に応じて加 

算される加算額の限度額を引き上げます。 

    ・基礎額     ２万円 → ３万円 

    ・加算額  ７，０００円 → １万４，０００円 

 （７）再任用職員に単身赴任手当を支給することとします。 

 （８）平日深夜の勤務を管理職員特別勤務手当の支給対象に追加します。 

 ○ 施行期日  公布の日。ただし、（３）から（８）までについては、 

平成２７年４月１日 

 ○ 適用期日  （１）については、平成２６年４月１日 
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議案第１０８号 

 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、地域手当の支給割合の見直しによる影響を踏まえ、退職手当の 

調整額の算出に係るポイントを引き上げるものです。 

 ○ 内  容  退職手当の調整額の算出に係る在職期間中の職務・職 

責に応じて付与されるポイントを引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２７年４月１日 

 

議案第１０９号 

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を改 

定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）平成２６年４月１日からの給料月額の改定 

    ・平均改定率 ０．２０％ 

 （２）平成２６年度の勤勉手当の支給月数の改定 

・平成２６年１２月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改 

 定します（括弧内は、引上げ月数）。 

 12月分 年 間 

管理職員以外の職員
0.925月 

(0.25)

1.60月 
(0.25)

管 理 職 員 
1.125月 

(0.25)

2.00月 
(0.25)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員)
0.425月 

(0.10)

0.75月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員）
0.525月 

(0.10)

0.95月 
(0.10)

   ※この引上げに伴い、平成２６年度の期末手当及び勤勉手当の年間 

    支給月数は、次のように改定されます。 

    ・管理職員以外の職員  ３．９５月 → ４．２０月 

    ・管 理 職 員                   （０．２５月） 

    ・再 任 用 職 員  ２．１０月 → ２．２０月 

                        （０．１０月） 
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 （３）平成２７年４月１日からの給料月額の改定（地域手当の支給割合 

の引上げ分に相当する引下げ） 

 （４）地域手当の支給割合の引上げ 

    ・１８％ → ２０％ 

 （５）平成２７年度以降の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します 

     （括弧内は、現行規定からの引上げ月数）。 

 ６月分 12月分 年 間 

管理職員以外の職員
0.80月 
(0.125)

0.80月 
(0.125)

1.60月 
(0.25) 

管 理 職 員 
1.00月 
(0.125)

1.00月 
(0.125)

2.00月 
(0.25) 

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員)
0.375月 

(0.05)

0.375月 
(0.05)

0.75月 
(0.10) 

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員）
0.475月 

(0.05)

0.475月 
(0.05)

0.95月 
(0.10) 

   ※この引上げに伴い、平成２７年度以降の期末手当及び勤勉手当の 

年間支給月数は、次のように改定されます。 

    ・管理職員以外の職員  ３．９５月 → ４．２０月 

    ・管 理 職 員                   （０．２５月） 

    ・再 任 用 職 員  ２．１０月 → ２．２０月 

                        （０．１０月） 

 （６）平日深夜の勤務を管理職員特別勤務手当の支給対象に追加します。 

 ○ 施行期日  公布の日。ただし、（３）から（６）までについては、 

平成２７年４月１日 

 ○ 適用期日  （１）については、平成２６年４月１日 

 

議案第１１０号 

 平成２６年度港区一般会計補正予算（第４号） 

 

議案第１１１号 

 平成２６年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 
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